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第２9回おこっぺ牛乳の里マラソン大会
興部町の人事行政の運営等の状況について
小山哲夫さん北海道社会貢献賞（社会事業関係功労者）受賞
産業開発育成奨励について
町長日誌／今月の元気予報／シリーズ�町内小中学校紹介
情報ひろば／おこっぺのできごと
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第２9回おこっぺ牛
ち

乳
ち

の里マラソン大会
〜さわやかな風を受け、ミルクロードの星となれ〜

10
月
２
日
、
今
年
で
29
回
目
と
な
る
、
お
こ
っ

ぺ
牛
乳
の
里
マ
ラ
ソ
ン
大
会
（
主
催
：
同
実
行
委

員
会
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

秋
風
が
と
て
も
強
い
日
で
し
た
が
、
大
会
に
は

町
内
外
か
ら
オ
ー
プ
ン
参
加
を
含
む
５
１
９
名
の

ラ
ン
ナ
ー
が
参
加
し
、
興
部
小
学
校
を
発
着
点
と

す
る
３
㎞
・
５
㎞
・
10
㎞
・
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
の

４
種
目
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
、
選
手
そ

れ
ぞ
れ
が
自
分
の
体
力
に
あ
っ
た
コ
ー
ス
に
挑
み

健
脚
を
競
い
合
い
ま
し
た
。
沿
道
か
ら
は
応
援
に

か
け
つ
け
た
家
族
や
友
人
な
ど
か
ら
熱
い
声
援
が

選
手
に
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

レ
ー
ス
終
了
後
に
は
興
部
小
学
校
中
庭
に
て
交

流
会
が
開
催
さ
れ
、
商
工
会
女
性
部
を
中
心
と
し

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
る
ホ
タ
テ
ご
は
ん

や
、
北
オ
ホ
ー
ツ
ク
農
協
女
性
部
に
よ
る
鮭
鍋
な

ど
が
選
手
達
に
振
舞
わ
れ
た
ほ
か
、
交
流
会
の
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
今
年
も
沙
留
中
学
校
生

徒
に
よ
る
和
太
鼓
、
興
部
中
学
校
吹
奏
楽
部
の
演

奏
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
表
彰
式
や
豪
華

景
品
が
当
た
る
抽
選
会
な
ど
が
行
わ
れ
、
会
場
内

は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
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大会結果１位〜３位
種
目 区分種別 1　　位 2　　位 3　　位

ゼッケン 氏　　名 タイム ゼッケン 氏　　名 タイム ゼッケン 氏　　名 タイム

3
　
　
　
㎞

小学生男子
低学年 30

興部小学校３年生
 0:13:13 31

上野幌東小学校２年生
0:13:50 17

興部ファイターズ
0:13:56及川　大地 佐々木啓汰 高橋　羅耶

小学生男子
高学年 99

湧別小学校６年生
 0:11:26 96

湧別小学校６年生
0:11:31 94

湧別小学校６年生
0:11:31大関　輝絃 阿部　　航 遠峰信一郎

小学生女子
低学年 126

美幌ＸＣ
 0:12:42 123

遠軽陸上クラブ
0:13:43 122

遠軽陸上クラブ
0:14:05高橋　柚季 金子　心乃 遠藤　日葵

小学生女子
高学年 161

遠軽陸上クラブ
 0:11:31 168

旭川大有小学校５年生
 0:12:29 162

遠軽陸上クラブ
 0:13:01金子圭弥乃 後藤　結生 釜澤　歩果

中学・高校
女子 211

興部中学校２年生
 0:13:22 204

雄武中学校２年生
 0:13:29 206

枝幸中学校３年生
 0:13:40梅津　梨央 佐藤　　優 板井　紅空

一般女子 264
共栄小学校

 0:13:46 251  0:13:50 272
サトムラ

 0:14:28糸賀夢貴恵 荻根沢祐子 村田　優佳

5
　
　
　
㎞

一般男子
（60 歳以上） 403

おこっぺＲＣ
 0:20:02 413 0:21:20 411

ＫＤＳ維新の会
0:21:23野上　　勲 菅野　一正 片岡　義文

一般男子
（50~59 歳） 461  0:19:03 460 0:21:33 457 0:22:11梅基　　聡 小原　茂則 中野　　徹

一般男子
（40~49 歳） 503

名寄市役所ＪＣ
 0:20:27 511

加藤久雄ＲＣ
0:21:13 504 0:22:21湯川　健次 加藤　久雄 池田　文彦

一般男子
（30~39 歳） 553

おこっぺＲＣ
 0:18:04 559

作．ＡＣ猿払
0:18:31 550 0:20:38野上　圭太 久保　貴人 名雪　　仁

一般男子
（29 歳以下） 605  0:17:54 609

雄武高校２年生
0:18:26 611

興部高校１年生
0:18:32佐藤　大貴 前田　悠太 都築　壮也

中学男子 312
旭川北門中学校２年生

 0:17:43 300
興部中学校２年生

0:19:42 306
雄武中学校２年生

0:19:42後藤　爽生 服部　慎也 岩越　貴宥
女　　子

（中学生以上） 365
興部高校２年生

 0:24:46 356  0:25:14 360
名寄陸上クラブ

0:25:36岡崎　愛海 小西　史代 野尻　尚美

10
　
㎞

一般男子
（40 歳以上） 666

遠軽自衛隊
 0:39:49 680

アクト建築工房
0:41:32 657

カタツムリＡＣ
0:43:25高瀬　春行 漆戸　隆夫 桑畠　星行

一般男子
（39 歳以下） 710  0:37:00 701 0:38:14 712

雄武高校２年生
0:39:00加藤　善之 村中　　博 大水　誠也

一般女子 757  0:46:04 768
チームひまめ

 0:50:11 772  0:52:12名取　由紀 川上　博美 小田美紗子

ハ
|
フ

一般男子
（40 歳以上） 836  1:25:54 824 1:26:07 812 1:28:47舘山　孝利 井上　森氏 名取　　亮

一般男子
（39 歳以下） 888

進撃の走人
 1:26:48 936 1:27:17 907

チチ・マラクラブ
1:28:07田村　祥吾 伊原　久人 永見　　健

一般女子 952  1:38:11 953 1:45:17 959
ＹＳＡＣ

1:46:46服部以久美 馬場　美帆 江﨑　郁恵
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地方公務員法の改正により、地方公共団体の職員の任用、給与、服務や勤務条
件などの人事行政の運営状況を公表することになっております。

町では、町職員の任免や勤務時間、条件などの情報を正しく理解していただく
ため、「興部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、興部町
の人事管理などの仕組みと運営状況についてお知らせします。

１．職員の任免および職員数に関する状況
　⑴　部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区　分
部　門

職　員　数（人） 区　分
部　門

職　員　数（人）
平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

一般行政
部門

議 会 2 2 2 一般行政
部門

商 工 1 1 1
総 務 19 20 20 土 木 8 8 9
税 務 3 3 3 教育部門 教 育 10 10 10
民 生 17 18 17 公営企業

等 会 計
部門

病 院 33 34 34
衛 生 8 8 8 水 道 5 5 5
農林水産 11 12 12 下 水 道 2 2 1

そ の 他 5 5 5
合　　　　　　計 124 128 127

※ 特別職、消防職員を除く

　⑵　年齢別職員構成の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

区分 20 歳
〜未満

20 歳
〜 23 歳

24 歳
〜 27 歳

28 歳
〜 31 歳

32 歳
〜 35 歳

36 歳
〜 39 歳

40 歳
〜 43 歳

44 歳
〜 47 歳

48 歳
〜 51 歳

52 歳
〜 55 歳

56 歳
〜 59 歳

60 歳
〜以上 計

職員数 1 人 8 人 7 人 4 人 6 人 6 人 8 人 13 人 8 人 10 人 13 人 0 人 84 人

　　※ 職員数は、教育長を除く一般職に属する職員数である。
　⑶　職員の任免の状況

区　分 退　職 採　用
人　数 5　人 4 人

※ 平成 27 年度における退職者および平成 28 年４月１日付け新規採用者

　⑷　再任用の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）
再任用職員数 0　人

　⑸　級別職員数の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）
　一般職（教育長除く）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
６級 課長・事務局長・会計管理者 14 人 16.7％ ３級 係長・主任・主査 14 人 16.7％
５級 課長補佐・出張所長・室長 8 人 9.5％ ２級 主事 8 人 9.5％
４級 係長・主任 26 人 30.9％ １級 主事・事務補 14 人 16.7％

合　　　　　　　　計 84 人 100.0％

　⑹　職員数の推移（各年 4 月 1 日現在）
年度区分

部　門
職　員　数（人）

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年
一 般 行 政 部 門 69 69 69 72 72
教 育 部 門 10 10 10 10 10
公営企業等会計部門 43 45 45 46 45

合　　　　計 122 124 124 128 127
　　※ 特別職、消防職員を除く

興部町の人事行政の運営等の状況について
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２．職員の給与の状況
　⑴　人件費の状況（一般会計決算）

区　分 住民基本台帳人口
（28.3.31） 歳 出 額　A 実質収支 人 件 費　Ｂ 人件費率

（Ｂ／Ａ）
参　考

（前年度の人件費率）

27 年度 3,974 人 5,234,687 千円 230,463 千円 799,027 千円 15.3％ 17.6％
注・人件費には、特別職に支給される給料・議員、委員報酬などを含みます。

　⑵　職員給与費の状況（一般会計予算）

区　分 職　員　数
（Ａ）

給　　　　　　与　　　　　　費 １人当たり
給与費（Ｂ／Ａ）給　　料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

28 年度 86 人 327,560 千円 48,203 千円 127,454 千円 503,217 千円 5,851 千円
注・職員数は、当初予算に計上した人数で、特別職は含みません。
　・給与費は、当初予算に計上した額です。・職員手当には退職手当を含みません。

　⑶　職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平 均 年 齢
313,255 円 42.2 歳 351,800 円 56.9 歳

注・一般会計分を対象とします。

　⑷　職員の初任給の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

区　　　　　　分 興　　部　　町
決定初任給 採用２年経過日給料額

一般行政職 大学卒 176,700 円 188,600 円
高校卒 144,600 円 153,000 円

注・初任給は、卒業の年の 4 月 1 日採用を基準としています。

　⑸　経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

区　　　　分 経　験　年　数
10 年以上〜 15 年未満

経　験　年　数
15 年以上〜 20 年未満

経　験　年　数
20 年以上〜 25 年未満

一般行政職 大学卒 243,100 円 　   −　円 374,800 円
高校卒 207,900 円 274,500 円 317,500 円

注・経験年数とは、採用後の経験年数で、前歴のある場合はそれを含んで換算しています。

　⑹　職員手当の状況
区　分 支　給　内　容

期末手当
勤勉手当

（27 年度支給割合）
　　　　　期末手当　　　勤勉手当
 6 月期　　1.225 月分　　0.75 月分　※ 職制上の段階、職務の級等による加算措置
12 月期　　1.375 月分　　0.85 月分　※ 期末手当の支給割合は役職区分による。
   計　　　2.60 月分　　 1.60 月分　【27 年度支給実績　128,574 千円】

扶養手当

・配偶者　13,000 円　・配偶者以外　6,500 円
　※ 扶養親族でない配偶者を有する場合は 1 人目 6,500 円、配偶者がいない場合は 1 人目

11,000 円
・ 満 15 歳に達する日以後の最初の 4 月 1 日から満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日

までにある子 1 人につき 5,000 円加算【27 年度支給実績　11,820 千円】

住居手当
・借家等の場合　家賃の額に応じて支給（限度額 27,000 円）
・持ち家の場合　6,000 円（取得後 5 年まで　8,000 円）

【27 年度支給実績　5,945 千円】

通勤手当
・交通機関利用者　運賃に応じて支給（限度額 55,000 円）
・自動車等使用者（片道２㎞以上の使用者に対して支給）
　距離に応じて支給（2,000 円〜 15,800 円）【27 年度支給実績　1,240 千円】

時 間 外
勤務手当

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に対して支給
【27 年度支給実績　14,942 千円】

管 理 職
手 当

管理・監督の地位にある職員に対して、給与月額に支給率を乗じた額を支給
・課長等　8％　・課長補佐等　6％【27 年度支給実績　5,886 千円】

特殊勤務
手 当

著しく危険・不健康または困難な事務、その他著しく特殊な業務に従事したときに支給さ
れる手当（手当の種類）業務手当、保育士手当【27 年度支給実績　120 千円】

退職手当
 （支給率）  　　自己都合　 　勧奨・定年
 勤続20年　　20.445 月分　25.55625月分
 勤続25年　　29.145 月分　34.58250月分

 （支給率）  　　自己都合　 　勧奨・定年
 勤続35年　　41.325 月分　49.59000月分
 最高限度額　49.590 月分　49.59000月分
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　⑺　特別職の報酬などの状況（平成 28 年 4 月 1 日現在）

給
　
料

町 長
副 町 長
教 育 長

（月　額）
740,000 円
615,000 円
550,000 円

期
　
末
　
手
　
当

町 長
副 町 長
教 育 長

（27 年度支給割合）
� 6月期　　　1.975月分�
�12月期　　　2.225月分�
　  計　　　　4.20月分

報
　
　
酬

議 長
副 議 長
常任・議運委員長
議 員

（月　額）
270,000 円
220,000 円
204,000 円
185,000 円

議 長
副 議 長
常任・議運委員長
議 員

（27 年度支給割合）
� 6月期　　　1.975月分�
�12月期　　　2.225月分�
　  計　　　　4.20月分

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　⑴　勤務時間等について（平成 28 年 4 月 1 日現在）

始業時間 終業時間 休息時間 週休日・休日

8 時 30 分 17 時 15 分 1 時間
（12 時〜 13 時）

土曜日および日曜日
年末年始（12 月 31 日から翌年の 1 月 5 日）
国民の祝日に関する法律に規定する休日

　⑵　年次有給休暇の取得状況（平成 27 年 1 月 1 日〜 12 月 31 日）
総付与日数 総取得日数 対象職員数 1 人平均取得日数 消化率

2,606 日 719.8 日 66 人 10.9 日 27.6％

　⑶　時間外勤務の状況
時間外、休日勤務総時間 時間外、休日勤務職員数 職員 1 人あたりの年間平均時間数

7,142 時間 74 人 96.5 時間

４．職員の分限及び懲戒処分の状況
　⑴　27 年度における職員の分限件数
　　・0 件
　⑵　27 年度における職員の懲戒件数
　　・0 件

５．職員の服務の状況
　営利企業等の従事の許可件数　〜　0 件

６．職員の研修及び勤務成績の評価の状況
　⑴　職員の研修の実施状況（平成 27 年度）

研　修　名 実施主体 期間 人数
新規採用職員基礎研修 オホーツク町村会 3 日間 4 人
初級職員研修 オホーツク町村会 3 日間 4 人
中級職員研修 オホーツク町村会 3 日間 2 人
ＪＳＴ研修 オホーツク町村会 3 日間 2 人
管理能力研修 北海道市町村職員研修センター 3 日間 1 人

　⑵　職員の勤務成績の評定状況
　　実施していません。

７．職員の福祉及び利益の保護の状況
　⑴　福利厚生の状況（平成 27 年度）

健康診断の種類 対象者数 受診者数
定期健康診断（30 歳以下） 19 人 19 人
総合健診（30 歳以上隔年、40 歳以上全職員） 109 人 93 人

※ 総合健診には、人間ドックを含む。

　⑵　公務災害の状況（平成 27 年度）
区　　分 認定件数 災害概要

公務災害 0 件
通勤災害 0 件
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□町税を納期内に納入できない事情のある方は、住民課・税務係に相談下さい。
□納期限を過ぎても町税が納入されないときは、地方税法に基づき督促状を送付します。
　※�督促状送付後 14日間程度、納付又は連絡のない場合は、納税の誠意なきものとして、国税徴収法及び地

方税法に基づき、財産調査の上、差し押さえる場合があります。
□�固定資産の異動、特に家屋の新築や取り壊しがあった場合や軽自動車に異動があった場合は速やかに届出を
して下さい。※町税に関する問合せは、役場住民課税務係へ（℡ 82－ 2164）
□国民健康保険への加入、脱退の異動手続は、2週間以内に行ってください。
※国保手続きに関する問合せは、きらり介護支援課保険医療係へ（℡ 82－ 4140）

町税納期のお知らせ
今月は、固 定 資 産 税 ４期（納期限　平成 28年 11月 30日）と、
　　　　国民健康保険税 ５期（納期限　平成 28年 11月 30日）の納期です。

　民生児童委員の小山哲夫さんが、北海道社会貢献賞（社会事業関係功労者）を受賞さ
れ、10 月 7 日伝達式が行われました。
　小山さんは、平成 6年に民生児童委員に就任された以降、15 年以上の永きに渡り、
児童や妊産婦、独居老人世帯、生活保護世帯の保護及び福祉の増進のため常に気を配
り、関係機関との連携を図るなどの地域福祉活動に多大なご尽力をされ、その功績が特
に顕著であることが認められ今回の受賞となりました。
　今後更なる御活躍をお願いするとともに、これまでの御尽力に感謝し、心よりお祝い
申し上げます。

小　山　哲　夫　さん
北海道社会貢献賞（社会事業関係功労者）受賞
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　【奨励内容】
　⒈　研究開発奨励事業 ～ 新たな特産品開発をお考えの方

　⒉　事 業 化 奨 励 事 業 ～ 特産品の本生産を行う施設整備を行いたい方

　⒊　販売促進奨励事業 ～ 現在製造販売している特産品を改良したい方

事業の種類 対象経費 奨励金の金額 対象等の条件

研究開発奨励事業 原材料、治具・工具費、外
注加工費、技術導入費、デ
ザイン開発費、
他必要な経費

※�他の補助金は算定投資額
から控除されます。

・�対象経費の2分
の1以内の額

※�その額が50万円
を超えるときは
50万円

対象経費の総額
が30万円以上の
事業

事業化奨励事業 建築物・附属設備、機械お
よび装置、車両運搬具、工
具・器具・備品、
他所得税法で定める減価償
却資産

※�他の補助金は算定投資額
から控除されます。

・�対象経費の20
％以内の額

※�その額が200万
円を超えるとき
は200万円

対象経費の総額
が300万円以上
の事業
増設は対象外と
する

販売促進奨励事業 特産品の改良に必要な経費、
販売促進にかかる調査費、
その他必要な経費

※�他の補助金は算定投資額
から控除されます。

・�対象経費の2分
の1以内の額

※�その額が50万円
を超えるときは
50万円

対象経費の総額
が30万円以上の
事業

　【お問い合わせ先】

　  興部町役場　企画財政課（TEL 0158-82-2132）

　興部町の特性ある産業の開発・育成を図るため地場産品（特産品）開発等について町
で委嘱した委員で構成された産業開発育成審議会で審議を行い、事業を積極的に推進し、
又は考案し、特に大きな成果が期待されると認められる事業者に対し奨励金が交付され
ます。

◆ 産業開発育成奨励について ◆
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　お便りをいただく場合は、適当な便箋等を封筒など（使い古しのもので構いません）に入れ、封をして、
町役場窓口か、お知り合いの町職員にお渡し願います。町長のみ開封とし、お返事をさせていただきます。
不明な点は、総務課総務厚生係まで。ＴＥＬ８２・２１３１です。

町長日誌の第 156 号です。町長が日頃町民の皆さんと話し合ったことや色々な出来事
を町長自ら書いたものです。町民皆さんのご意見・ご要望・ご感想をお待ちしています。

№156町長日誌
今日は少し風がありますが暖かい秋の天候です。土曜日なのですが、午後にはお客様が来られるこ

とと、来週からほとんど毎日出張で不在のためこの日誌を町長室で書いています。明日は来年度採用
職員の面接試験があり総務課の職員もその準備をしています。さて、この町長日誌は平成 15 年 9 月号から始まりました。
実は、これまで平成 24 年 3 月に 1 回だけ入院のため休載していますので、本来は今回から 14 年目に突入なのですが、書
いたのは今回で丸 13 年と言うことになります。今のところ広報誌担当者から「打ち切り勧告」もありませんので、今後も
続くことになりそうですから宜しくお願いします。

今回の町長日誌では今年 9 月に実施した「興部町の公共施設に関するアンケート調査」の中で町民の皆様から自由意見を
頂くコーナーがありましたが、とても沢山の御意見を頂戴しました。ありがとうございました。このアンケートは町民のな
かから 1000 名を無作為に選び御意見をお伺いしたもので、これからの公共施設の整備・維持管理などの有り方について参
考にさせて頂こうとするものですが、折角ですからいくつかの御意見を紹介して私の考えも書きました。
＜20代女性＞

公民館と総合センターは統合することは出来ないのですか？　役割が似ているような気がします。また、公民館の老朽化
も気になります。耐震性能などは大丈夫なのでしょうか？
Ａ： 町としても公民館の老朽化の問題を検討しています。特に高齢者が増える中で講堂が 2 階にある事はとても不便だとの

ご意見が多く、今の公民館にエレベーターを設置すべきか、総合センターとの統合等も視野に入れて考えています。
＜30代男性＞

沙留トレセンでは週 2 回フットサルをしています。そこでは町民をはじめ紋別・西興部・雄武と広域から集まっており、
交流の場として活用しています。場所的にちょうど良いところに在り、今後も残して頂けるようお願いします。可能である
ならば、体育館の拡張を検討して頂きたいです。
Ａ： 恥ずかしながら私はこのような集まりがあるとは知りませんでした。とても良い事ですね！　関係者の皆様に感謝申し

上げます。様々な形で公共施設を中心に交流の輪が増えることを願っています。そうなれば拡張と言うことも検討され
ると思います。

＜30代女性＞
興部に来て、公共施設が利用しやすいと感じました。維持費の捻出も大変だと思いますが、町の魅力の一つだと思うので、

可能な限り残してほしいです。現在の様な低料金であれば、町民の憩いにもなると思います。
Ａ： 有り難いご意見でした。本町はスポーツ・文化施設に専門員などを配置していませんが、低料金で様々なスポーツなど

が体験できるようになっています。
＜40代男性＞

個々の公園も大事ですが、集約して大きく一つにしてもいいと思います。
Ａ： 実は公園に対しての御意見が最も多く、「廃止」や「遊具が少ない」等のご意見が大半でした。まず、公園の廃止や統合

は道の許可となっていて制度上ほぼ廃止は出来ません。もしも、廃止する場合は同等の面積の代替公園を用意しなけれ
ばなりません。遊具についてはある程度集約して充実することも検討していきます。

＜50代女性＞
赤字の多い施設の見直しは必要だと思います。例えば公衆浴場が廃止された場合は、日の出岬のホテルへのバス運行や老

人福祉センターの風呂を使うなど代替案を検討する必要があります。近隣市町村と助け合っていくべきです。
Ａ： 赤字と言えば全ての施設が赤字なのですが、老朽化している公衆浴場は喫緊の課題です。夏期間、何百人ものライダー

やキャンピングカー利用者がアニュウに訪れルゴーサに宿泊するのですが、これは公衆浴場が近くにある事も大きな効
果です。しかし、近隣市町村との協力は大事な事で、特養も現在西興部興楽園に 30 名の高齢者がお世話になっています
が、介護保険料が平均 3500 円に抑えられているのはこのためなのです。

＜70代男性＞
現在ある公共施設がどの程度利用されているのか？　必要としている町民がどれだけいるのかは、この様なアンケートで

知ることが出来ますか？……（中略）今ある施設よりも、老後安心して暮らせる施設が無いと暮らしていけません。
Ａ： このようにアンケート方法に疑問の方もいらっしゃいました。また、介護施設の整備の要望は多かったです。前項で述

べましたように施設整備により介護保険料は間違いなく 1000 円は上がり、この負担が大変だと言う高齢者の皆さんが
多いのも事実です。しかし、平成 30 年から保健制度が変わり、町の責任が増える一方、認知症の増加、ショートステイ
の受け皿が激減するなどの課題に直面していますので、現在町では介護施設の整備を検討中です。

10月 15日㈯

この他、沢山の御意見を頂いていますが、次回に譲りたいと思います。町は今年から第 6 期の総合計画を策定しようと
しています。この中に皆さんのご意見を少しでも多く反映できればと考えています。では、また。
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○沙留一般健康相談……………………………………………7日、21日
○離乳食教室………………………………………………………… 11日
○児童相談所移動総合相談室……………………………………… 14日
○元気と若さをもらうかい3地区合同交流会……………………… 15日
○介護者ふれあいの会（ほほえみ）… ……………………………… 22日
○1歳6ヶ月児・3歳児健康診査……………………………………… 24日
○親子すこやかセミナー…………………………………………… 29日

今月の保健行事

『胃の病気　～機能性
ディスペプシアについて～』

日常的に続く胃の不快感…機能性ディスペプシアをご存知ですか？　今注目される胃の病気の一つです。具体的な
症状等について正しく知ることが大切です。
機能性ディスペプシアとは 　
胃の不快な症状があるものの、詳しい検査をしても明らかな異常が見つからない状態を言います。これは平成 25
年に正式な診断名として認められ、近年外来での診断が増えてきています。人間ドック受診者のうち 10人に 1人、
実際には 5人に 1人程度の割合で該当すると言われ、ごく身近な病気です。また、この病気は本人の身体的な負担
だけではなく、慢性的に続く不快な症状により、学習や仕事に支障が出る等、生活の質を低下させてしまう可能性も
あり社会的な理解も必要になります。
＜どんな症状？＞食後の胃もたれ感、食事をしていてすぐに満腹になる、食事と関係なく胃が痛む、胃のあたりが
灼けるように感じるといった症状が一般的です。1つ以上を慢性的に有し、器質的な異常が確認されない場合に診断
されます。人によって症状の感じ方は様々で、胃が張る、重い苦しいといった表現も多いようです。
胃の働きの異常が主な原因
①�貯留機能の障害…�胃に食べ物が入ってきても、胃の上部がうまく広がらず、食べ物を胃の中にとどめることができ

なくなってしまう状態です。このために早期満腹感が起こります。
②�排出機能の障害…�胃の中にある食べ物を十二指腸に送る働きが弱く、胃の中に長くとどまってしまう状態です。こ

れは胃もたれの原因となります。
③�知　覚　過　敏…�胃が刺激に対して痛みを感じやすくなっている状態です。胃の痛みや灼熱感は、胃酸に対し胃が

過敏になっているために起こります。
これら胃の働き異常は、自律神経のバランスが様々なストレスによって乱れることで起こると考えられています。
また、喫煙や食生活の乱れ、睡眠不足なども自律神経を乱し、機能性ディスペプシアを悪化させる原因となります。
まずは基本的な生活習慣の見直しから 　胃に負担をかけない食べ方は基本になります。
①�決まった時間に食事を摂る…�規則的な食生活を続けることで、胃腸の消化吸収リズムが整い、その時間になると自

然と消化吸収を始める準備ができるようになります。
②�食 べ す ぎ な い…�胃腸を長時間休ませることが大切です。特にストレスを感じる際は、夕食を早め・少

なめに調整しましょう。
③よく噛んでゆっくりと…�早く食べる分、満腹感の感知は遅くなり、食べずすぎの原因になります。
④�冷たいものを摂りすぎない…�消化酵素の作用は体温付近で活発になるといわれています。消化不良を避けるために

は冷たいものの摂りすぎに気をつけましょう。
また、自律神経を整えるためには、良質な睡眠の確保、禁煙が重要で、気分もリフレッシュするウォーキング等、
適度な運動を実践することも効果的です。
症状改善の見極め
以上の対策をしても症状が改善しない場合（目安は 1週間程度）、薬物療法を検討します。早期満腹感や胃もたれ
の症状に対し胃の運動を促進するもの、胃痛に対し、胃酸分泌を抑えるものなどが選択されます。ストレス過多でそ
の影響が大きいと判断される場合、抗不安薬を使用する場合もあります。薬物治療は、個人により内容が異なるため、
不快な症状について主治医とよく相談することが重要になります。
目に見える異常がないにも関わらず、不快な症状が続くことはとても辛いものです。身近な胃の病気の一つとして
正しく理解し、適切な対策につなげていきましょう。� （役場保健師）

今月の　　   予報
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教育目標：自ら学び、心豊かに、たくましく生きる生徒の育成
　　　　　 ○共生・協働の心を育み、たくましく生きる生徒の育成
　　　　　 ○主体的な判断力・実践力を養い、誠実で思いやりのある生徒の育成
校　　訓：たくましい人　豊かな人　考える人　働く人　愛する人

興部町立沙留中学校

〇沙留中学校の教育活動の一部を紹介します〇

生徒数
1 年 08 名
2 年 16 名
3 年 11 名

教職員 14 名

★植樹活動★ ★宿泊研修★ ★職場訪問発表★

［１年　植樹活動　６/ ９］ ［2 年　ネイパル北見　9/13 ～ 14］ ［3 年　修学旅行の発表　7/22］

創造科ではお世話になっています

［海浜清掃　7/5］ ［漁業体験　9/21］ ［幼稚園実習 9/28］

行事等でも力を発揮する生徒たち

マラソン大会　9/9
ピストルの号砲と共にスタート。
沿道から声援を受け力走しました。

神社祭　9/12
和太鼓演奏。生徒会役員と有志生
徒による演奏を披露しました。

避難訓練　9/27
消火体験を行いました。
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人権擁護委員に 田 中 啓 一 氏 が再任されました

　人権擁護委員に興部町仲町の ｢ 田中啓一 ｣ 氏が、10 月 1 日付で法務大臣から
再任されました。
　人権擁護委員は、幸福な人生を送るうえで最も大切な権利である ｢ 人権 ｣ を侵
され悩んでいる方のご相談をお聞きしています。
　「いじめ」や「差別」など人権に関して、悩んでいることや心配ごとがありま
したら、お気軽にご相談ください。
　相談は無料で秘密は固く守られます。

｢ 私たちの街の人権擁護委員です ｣

氏  　  名
田　中　啓　一
今　井　秀　和
有　坂　廣　光

inform
ation

「個人事業税・第２期の納期限は 11 月 30 日㈬です」
■�　個人事業税は、道内に事務所（事業所）があり、事業を行っている個人に、その所得を基礎と
して課税される道税です。

　　事業の所得から各種控除額を差し引いたものに次の税率をかけて算出します。��

第一種事業 物品販売業、不動産貸付業、飲食店業　など ５　％
第二種事業 畜産業、水産業　など ４　％
第三種事業 医業、理・美容業、クリーニング業　など ５　％

あん摩・はり・きゅう業　など ３　％

■�　紋別道税事務所から送付する納税通知書で、第 1期（8 月 31 日期限）と第 2期（11 月 30
日期限）の 2回に分けて納めていただきます。それぞれの納期限までに納税してください。

　　※　年税額が 1万円以下の場合は、第 1期に全額を納めていただきます。
■�　納税通知書は 8月 10 日に第 1期分と第 2期分を合わせて送付しておりますが、第 2期分を
紛失された場合は、紋別道税事務所課税係へ連絡ください。

■　納税についてのご相談は、紋別道税事務所納税係へお願いします。
■　道税の納税には、手続が簡単で便利な口座振替もご利用できます。

　◎　ご連絡・お問い合わせ先
　　　オホーツク総合振興局紋別道税事務所（紋別市幸町 6丁目）　
　　　　TEL：０１５８－２４－２６２６
　　　　課税に関すること�～�課税係�まで　　納税に関すること�～�納税係�まで
　○　ホームページもご利用ください
　　　道税ホームページ　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/
　　　オホーツク総合振興局税務課ホームページ
�������　　　　　　　　　　　http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/zim/



広報おこっぺ　２０１６年11月号（13）

inform
ation

　町民の皆さんに納付していただいている町税は、毎日の生活に密着した町政を推進し、健康で安心し
て暮らせるまちを築くための貴重な財源です。
　町税の確保と納税の公平性を維持するため、再三にわたり、電話や文書などによる催告にもかかわら
ず、納付されない場合は、事業所（会社）に対しての個人調査や金融機関等に対しての預貯金等の調査
を実施します。
　又、町では、※ 平成 27 年度から町税等の滞納者に対して行政サービスの制限をしています。

　 　※�納付に対して著しく誠実性を欠く滞納者に対し滞納を防止するため平成27年4月から行政サービスを
　　　　制限する。

納期限の経過 ◎納期限は、納税通知書などでお知らせします。

督促状の送付 ◎ 地方税法では、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日
までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとさ
れています。

催　　　　告 ◎ 督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、電話
による催告を行なう場合もあります。

財 産 調 査 ◎ 勤務先、金融機関、生命保険会社、官公署、滞納者の財産を占有す
る第三者等に対し調査を行います

＊本人の承諾は必要ありません。

滞 納 処 分 ◎ 再三の催告にも応じず、納税相談の連絡がない場合は、財産の滞納
処分（財産の差し押さえ）を執行します。

滞納町税に充当 ◎ 差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず、債権の取立等に
より換価し滞納町税に充当します。

滞納処分とは
　町税を定められた納期限までに納付しないと『滞納』となり、町が法律に基づき、
滞納者の財産を強制的に差し押さえることをいいます。

◎納税相談
　　 　災害や病気等の特別な事情があり、納期限内に納めることができない場合は、そのまま放置せ

ず、早めに納税相談を行って下さい。

　　■納税相談の窓口
　　　興部町役場　住民課税務係　TEL　８２－２１６４　内線　２２６

◎町税を納期限までに納付されない場合

町税の滞納処分を強化します
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　平成28年9月20日に開催された第2回広域紋別病院企業団議会定例会にて、平成27年度病院事業会計決算について
認定されましたので、その概要をお知らせいたします。

１　収益的収入及び支出（消費税抜き）
　①　収益的収入（病院事業収益）
　�　医業収益は、医業活動から生じる収益で、一日平
均患者数が入院で57.3人、外来で323.3人となり、入
院や外来、健診などを合わせた医業収益は16億
5,660万5千円で、患者数の増加などから前年度より
約8千6百万円増加しました。
　�　医業外収益は、医業活動以外から生じる収益で、
交付税や基金収入補助金など12億9,287万6千円とな
りました。

　②　収益的支出（病院事業費用）
　�　医業費用は、医業活動を実施する上で必要な経費
で、給与費は、手当の増加や応援看護師に係る賃金
の増加などから、前年度より約6千8百万円増加しま
した。材料費は、患者数の増加による医療材料費の
増加から、前年度より約7千5百万円増加しました。
経費は、新病院移転に伴う電子カルテや物流管理シ
ステムなどの委託料の増加などにより、前年度より
約1億2千万円増加しました。
　�　医業外費用は、医業活動以外に必要な経費で、控除対象外消費税の費用化の増加などにより、前年度より約6
千4百万円増加しました。
　�　特別損失は、旧病院解体に伴う工事請負費や固定資産除去費などの増加により、前年度より約10億5千万円増
加しました。

　③　収支差引
　�　病院事業収益は37億471万9千円で、うち収支不足を補てんする基金収入補助金は10億3,165万7千円となりまし
た。基金収入補助金のうち、旧病院解体分を除いた収支不足は6億8,215万円となり、前年度より約1億8千9百万
円増加しました。
　�　病院事業費用は、特別損失の増加などから37億612万円となり、前年度より約13億4百万円増加しており、収益
と費用の収支差引は△1,401千円でした。

２　資本的収入及び支出（消費税込み）
　資本的支出の建設改良費は、医師公宅、外構工事などを実施し、事業費は1億
1,666万7千円と前年度に比べ病院本体改築工事の完了などにより約58億9千百万円
減少しました。
　固定資産購入費は、上部消化管汎用ビデオスコープなどの医療機器や医師送迎用
車両などを更新し、事業費は2,525万5千円と前年度より約3千7百万円減少しました。
　そのほか、病院事業債に係る元金償還666万円、看護学生17名への修学資金貸付
金1,000万円、有価証券等の運用益による基金積立1,120万3千円を実施しました。
　資本的収入は、医師公宅及び外構工事、医療機器整備の財源となる企業債、過疎
対策事業債等である他会計負担金・借入金のほか、看護師等修学資金返還金を財源
措置しました。
　なお、収支差引の不足額1,442万5千円は、当年度分消費税資本的収支調整額で補
てんしました。

３　資金不足比率
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める資金不足比率は、経
営状態の悪化度合いを示す指標です。流動負債から流動資産を引いた資金
不足額を医業収益で除して算出した数値が20％以上になると経営健全化計
画を定めなければなりません。企業団では、流動資産が流動負債を上回っ
ているため、資金不足はなく、資金不足比率の算定に該当しませんでした。

 【お問い合せ】　広域紋別病院企業団 事務部総務課経営管理係　0158-24-3111（内線266）

平成27年度広域紋別病院企業団病院事業会計決算等の概要

　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款　　項　　目 決算額
病 院 事 業 収 益 3,704,719
医 業 収 益 1,656,605
入 院 収 益 703,241
1日平均患者数（人） 57.3
外 来 収 益 834,105
1日平均患者数（人） 323.3
その他医業収益 119,259

医 業 外 収 益 1,292,876
うち基金収入補助金 1,031,657

特 別 利 益 755,238
病 院 事 業 費 用 3,706,120
医 業 費 用 2,466,088
給 与 費 1,419,667
材 料 費 411,378
経 費 578,502
減 価 償 却 費 45,042
資 産 減 耗 費 4,435
研 究 研 修 費 7,064

医 業 外 費 用 128,051
特 別 損 失 1,111,981

収 支 差 引 △1,401

　　　　　　　　　　　��　（単位：千円）
款　　項　　目 決　算　額

資 本 的 収 入 155,742
企 業 債 65,000
他 会 計 負 担 金 66,792
補 助 金 0
うち基金収入補助金 0
他 会 計 借 入 金 19,350
返 還 金 4,600

資 本 的 支 出 170,167
建 設 改 良 費 141,922
建 設 改 良 費 116,667
固定資産購入費 25,255
企 業 債 償 還 金 6,660
長期借入金償還金 382
投 資 21,203
貸 付 金 10,000
基 金 11,203

収 支 差 引 △14,425

　資産・総資本の状況　　　　　　（単位：千円）
固定資産 13,777,641 固定負債 10,724,159
流動資産 575,468 流動負債 477,621

繰延収益 2,561,030
資 本 金 469
剰 余 金 589,830

資産合計 14,353,109 総資本合計 14,353,109

病院事業収益に占める割合

病院事業費用に占める割合

特別利益
20.4％

特別損失
30.0％

医業外費用
3.5％

材料費
11.1％

経費
15.6％

その他
1.5％

医業外収益
34.9％

給与費
38.3％

入院収益
19.0％

外来収益
22.5％その他

医業収益
3.2％
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　林業の仕事をしていたことがありませんか？
　林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け取っていない方を探しています。
　以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退共ヘ加入していたか分からない方についてもお調べ
いたします。
　また、罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対し、各種手続（共済手帳の紛失、退職金の請
求等）の必要が生じた場合はできうる限りの範囲において速やかに対応したいと考えておりますので、
最寄の支部又は本部へお問い合わせ、ご相談下さいますようお願いいたします。

　〈お問い合わせ先〉
　　独立行政法人勤労者退職金共済機構　林業退職金共済事業本部
　　　〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1ニッセイ池袋ビル
　　　TEL　03-6731-2887　　FAX　03-6731-2890
　詳しくはホームページでもご案内しております。http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

募 集 種 目 自衛官候補生（陸・海・空自衛隊）
資　　　格 18歳以上27歳未満の男子（仕事を探している方、アルバイトをしている方歓迎）
将来の展望 自衛官候補生として所要の教育を経て3ヶ月後に2等陸(海・空）士に任官します。

教育訓練を受けた後に各部隊に配属されます。
約9ヶ月後、1等陸（海・空）士に昇任し、さらに1年後、陸（海・空）士長に昇任します。

募 集 期 間 平成28年10月24日㈪～11月14日㈪
※11月以降も募集予定です。細部は、お問い合わせ下さい。

試　験　日 11月20日㈰、21日㈪　細部は、受付時に連絡します。
お問い合わせ先 自衛隊旭川地方協力本部　紋別地域事務所（TEL：0158-23-2696）

募 集 種 目 高等工科学校生徒
資　　　格 （推薦）中卒（見込含）17歳未満の男子かつ学校長の推薦必要

（一般）中卒（見込含）17歳未満の男子
将来の展望 将来陸上自衛隊において、高機能化・システム化された装備品を駆使・運用するとともに、

国際社会において自信をもって対応できる自衛官となる者を要請するために中学校卒業予
定者等を対象に採用する制度です。
高等工科学校では、高等学校普通科と同等の教育を受け、併せて技術的な識能を有する陸
曹として必要な各種技術の専門教育、防衛基礎や各種訓練を受けます。また、提携する通
信制高等学校に入学し、生徒課程修了時に高等学校の卒業資格を取得することができます。
生徒陸曹候補生課程終了後、19歳～20歳で3等陸曹に昇任します。

募 集 期 間 （推薦）平成28年11月1日㈫～12月2日㈮
（一般）平成28年11月1日㈫～平成29年1月6日㈮

試　験　日 （推薦）平成29年1月7日㈯～1月9日㈪までの間の指定する1日
（一般）1次試験：平成29年1月21日㈯
　　　　2次試験：平成29年2月2日㈭～5日㈰までの間の指定する1日

お問い合わせ先 自衛隊旭川地方協力本部　紋別地域事務所（TEL：0158-23-2696）

自衛官候補生募集要項及び高等工科学校生徒募集要項

林業退職金共済制度（林退共）からのお知らせです



広報おこっぺ　２０１６年11月号 （16）

inform
ation

国 民 年 金
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～
●国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります
国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合

と同様に、全額が社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、平成 28年 1月から 12月 31日までに納付した保険料の全額です。過去

の年度分や追納された保険料も含まれます。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられていま

す。
また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を

支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられますので、ご家族あてに送られた控除証明
書を添付のうえ申告してください。

●社会保険料控除証明書を 11月上旬に送付
このため、平成 28年 1月 1日から 9月 30日までの間に国民年金保険料を納付された方について

は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年 11月上旬に、日本年金機構本部から送付さ
れますので、年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書を添付してください。
また、10月 1日から 12月 31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方について

は、翌年の 2月上旬に送付されます。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示され
ている番号にお問い合わせください。

●控除証明書が届かないときは
平成28年中に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない方は、ねんきん加入者ダ

イヤルにお問い合わせください。

　昨年度と電話番号が変更されておりますので、おかけ間違いにご注意ください。

≲お問い合わせ先の名称≳　　　ねんきん加入者ダイヤル

≲電　話　番　号≳　　　　　　０５７０－００３－００４（ナビダイヤル）

　　　　　　　　　　　　　　　０５０から始まる電話でおかけになる場合は
　　　　　　　　　　　　　　　０３－６６３０－２５２５

≲受　付　期　間≳　　　　　　平成 28年 11月 1日㈫～平成 29年 3月 15日㈬

≲受　付　時　間≳　　　　　　月～金曜日：午前 8時 30分～午後 7時 00分
　　　　　　　　　　　　　　　第２土曜日：午前 9時 00分～午後 5時 00分

　　　　　　　　※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～ 1月 3日はご利用いただけません。

※�ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご
利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は通常の
通話料金がかかります。

【問い合わせ先】北見年金事務所　国民年金課　　� （TEL�０１５７−２５−９６３５）
　　　　　　　　興部町役場　住民課　戸籍年金係� （TEL�８２−２１６４）
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日本年金機構ホームページ　　http://www.nenkin.go.jp/

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年 11月を「ねんきん月間」と位置付けし、国民の
皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。
主な活動は、全国各地で「出張年金相談」の開設や、教育機関や事業所に出向いて年金セミナーや

年金制度説明会を開催します。
また、11月 30日は、ご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し老後の生活設計に思いを巡ら

せていただく「年金の日」となっています。ぜひこの機会に「ねんきんネット」をご利用下さい。

　年金のお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ！
　●年金相談は、「ねんきんダイヤル」℡０５７０－０５－１１６５
　　または、お近くの年金事務所をご利用ください。
　　※ ０５０から始まる電話でおかけになる場合は「℡０３－６７００－１１６５」（一般電話）
　●月曜日：午前 8 時 30 分～午後 7 時 00 分　　火～金曜日：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　第 2 土曜日：午前 9 時 30 分～午後 4 時 00 分
　　※ 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7 時まで相談をお受けします。
　　※ 祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。

11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です

網　走
矯正展

開催日時
　　平成28年11月3日（木・祝）文化の日
　　午前9時から午後3時まで
開催場所
　　網走刑務所特設会場（網走市字三眺）
主　　催
　　網走刑務所
　　（公財）矯正協会刑務作業協力事業部
お問い合わせ先
　網走刑務所作業部門　TEL（0152）43-2258
刑務作業のご案内
　http://www.moj.go.jp/KYOSEI/KEIMUSAGYO/

●イベント内容
・施設見学（午前11時・午後1時30分）
・被収容者の作品展示
・ちびっこ刑務官撮影
・美幌峠太鼓の演奏（午前9時30分・午後零時）
・網走西小�粋舞隊　よさこい演舞
　　（午前10時・午後零時30分）
・網走第二中吹奏楽部演奏（午前10時30分）
・大道芸　クロ　ジャグリング（午後1時）
・東農大応援団演舞（午後2時）
・お楽しみ抽選会（午後2時30分）

●刑務作業製品の即売
・家具類（整理タンス・民芸タンス・机・書棚
　　　　　・椅子・テーブルセット他）
・陶器・その他（湯呑み・ビールカップ・
　　　　　コーヒーカップ・まな板・燻製機他）
・農産物（馬鈴薯・大根・人参・小豆・金時豆）

●協力業者による出店
・農産物・魚介類・仕事着・パン等の販売

※当日，先着200名様に粗品を進呈いたします。
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inform
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１　犯罪被害者支援活動の周知と参加の促進及び
　　犯罪被害給付制度の周知徹底

　　　　　～　社会に広げよう被害者支援の輪　～
【犯罪の被害者に遭われた方への理解】
　犯罪被害に遭うとどうなるのだろう？
　あなたは、そんなことを考えたことがありますか？
　犯罪被害者の方々は、ある日突然、犯罪の被害に遭ったことで、直接的なダメージのみならず、被
害後も

　○　被害のトラウマによるフラッシュバック
　○　被害による対人恐怖症の発症
　○　生活の立て直しや医療費などの経済的負担
　○　周囲の人からの心ない言動による孤立などの二次的被害

など様々な問題を抱えながら、一人で苦しんでいることが少なくありません。
　このような被害者の現状を理解し、一日でも早く被害者が問題を克服できるように寄り添い、社会
全体で被害者を支えていくことができる支援の輪を広げていきましょう。

【被害者等のための各種相談窓口の積極的利用】
　警察では事件や事故の被害に遭われた方や家庭内暴力、ストーカー、お子さんのいじめ問題などで
悩んでいる方などの相談を受け付けています。
　また、事件や事故による心の傷が癒されず悩んでいる方のために、民間被害者相談窓口のカウンセ
ラーがあなたの話をお聞きします。
　事件や事故でお悩みの方は、勇気を出してご相談ください。

　　＜警察相談電話＞
　　　○　被害者相談
　　　　　性犯罪・少年相談１１０番（フリーダイヤル）　０１２０－６７７－１１０
　　　○　一般相談
　　　　◇　専用電話　♯９１１０

    ＜民間被害者相談電話＞
　　　◇　北海道被害者相談室（札幌）　　　　０１１－２３２－８７４０
　　　◇　オホーツク被害者相談室（北見）　　０１５７－２５－１１３７

【犯罪被害給付制度の周知徹底】
　犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族の方や障害が残った
り、一定の要件に該当する重傷病を負った被害者の方に対して、国が給付金を支給する制度です。
　法律により給付金を受けることができる方や申請の期間・方法が規定されているほか、加害者と被
害者との間に一定の親族関係がある場合や、加害者側から損害賠償を受けたり、労働者災害補償保険
法等の公的な給付を受けた場合等には給付金の全部又は一部が支給されない場合もありますので、詳
しい内容については警察本部又は興部警察署に問い合わせてください。

警察署からのお知らせ
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9 月 28日、北オホーツク農業協同組合より食農事業の第 2弾として、隣町雄武町で飼育されている「ア
ンガス牛」を無償で給食センターに提供され、各小中学校の児童生徒の給食として出されました。
この事業は、興部町と雄武町の子どもたちに地元の物を食すことで、もっと地元を愛し、牛の育成や農業
に興味を持ってもらい、将来は地元で働きたいと思ってくれることを目的に行われるものです。
アンガス牛を使った給食のメニューは「牛丼」で、ボリュームたっぷりの牛丼を食べた生徒達は、それぞ
れ会話を楽しみながら、口いっぱいに頬張っていました。

第 8回ハローガス杯
 新人少年野球大会
9 月 24日、地元少年野球チームの技術向上と、普段あまり対戦のない紋
別管内以外のチームを招いて交流を深めることを目的として、オホーツク・エア・ウォーター㈱様の協賛を
いただき、第 8回ハローガス杯新人少年野球大会が開催されました。
大会には、地元興部ファイターズのほかに、雄武町・遠軽町・湧別町・下川町からチームを招き全 5チー
ムで行われました。最初は興部以外の4チームでトーナメント戦を行い、勝ち抜いた2チームが決勝に進み、
3チームで優勝決定リーグ戦を行いました。
地元興部ファイターズは、決勝リーグ戦で中湧別野球少年団と遠軽西ファイターズに勝利し、この大会で
は初めてとなる優勝を勝ち取りました。

ＪＡ北オホーツクより
 各小中学校へアンガス牛を提供！

topics
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一日女性警察官が交通事故防止を呼びかけました
10 月 6日、これから秋の行楽シーズン・輸送繁忙期を迎え、過労や居眠りなどによる交通事故の多発が
懸念されることから、一日女性警察官が各事業所を訪問しました。
一日女性警察官には、興部高校 1年生の村上えりなさんと村上愛さんの 2名が斉藤興部警察署長より委
嘱され、町内7事業所と興部中学校を訪問し、2人は緊張しながらも、交代で交通事故防止要請書を読み上げ、
町内の交通死亡事故ゼロ 3,500 日達成を目標に、安全運転に心がけ交通事故のない安全で明るい町づくり
への協力をお願いしました。

9月 30日、「交通事故死ゼロを目指す日」に合わせ、主要幹線道路であるオホーツクラインの国道 238
号において、交通安全意識の高揚を図り交通事故の抑止を目的として、「交通安全旗の波」を行いました。
この運動は、参加者全員が交通安全のたすきを掛け、旗の波を作りドライバーに交通安全を呼びかけるも
ので、町交通安全推進委員会、交通安全協会、興部地区安全運転管理者協会、交通指導員、昭和九年戌年会
など約 70名が参加しました。
また、秋の輸送繁忙期の交通安全運動（10月 15日～ 10月 24日）に先がけ、10月 4日に興部高等学
校 1年生が、14日に興部町・雄武町の商工青年部、建設産業交通安全推進網走地方興部支部がそれぞれ交
通安全の街頭啓発を行い、ドライバーにスピードダウンと余裕を持った運転など安全運転を呼びかけました。
興部高校の生徒は、貝殻で作ったマスコットを手渡し、元気よく交通安全を呼びかけていました。
夕暮れが早くなり、これから雪道になるなど交通環境が悪化します。ドライバー一人ひとりの安全運転に
対する心がけと、運転マナーの励行が必要になります。「急ぐ心にブレーキを！」皆で交通事故防止を心が
けましょう。

交通安全「旗の波」・交通安全街頭啓発を開催しました

9 月 30 日　旗の波10 月 4日　興部高校 1年生

10 月 14 日　建設産業交通推進網走地方支部・
興部町商工会青年部・雄武町商工会青年部
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10 月 10日、今年で 48回目を迎える興部駅伝競走大会（主催　興部町陸上競技協会）が開催されました。
大会は交通記念広場を発着点とする周回コース6区間1周3.5㎞（小学男子の部は1周3.0㎞）で行われ、
今年は 3部門 10チームが出場し、時折雨が降る中、選手は一生懸命健脚を競いました。中継地点では、力
走する選手に、家族やチームメイトから大きな声援が送られ、選手たちは力を振り絞ってタスキをつなぎま
した。
　◎大会結果（1位のみ）
　　・一般の部　　　消防合同ランニングチーム　タイム　1：39：38
　　・小学男子の部　興部ファイターズＡ　　　　タイム　1：21：40
　　・中学男子の部　ルゴーサＢ　　　　　　　　タイム　1：34：52

▽兵 庫 県　成瀬　明弘さん
▽静 岡 県　齋藤　健太さん
▽東 京 都　光末　史郎さん
▽宮 城 県　松本　秀一さん
▽東 京 都　林　　雅子さん
▽福 岡 県　金子　耕作さん
▽東 京 都　守川　初穂さん
▽東 京 都　小澤　修一さん
▽千 葉 県　花泉静一郎さん
▽東 京 都　塩田　佳明さん
▽滝 川 市　中村　光宏さん
▽茨 城 県　鈴木由美子さん
▽兵 庫 県　尾崎　康敏さん
▽千 葉 県　杉田　俊也さん
▽長 野 県　北原　　強さん
▽千 葉 県　中川　　聡さん

▽東 京 都　黒井　栄吾さん
▽兵 庫 県　戸田　一潔さん
▽埼 玉 県　鳥井　恒彦さん
▽愛 知 県　鳥山　　淳さん
▽埼 玉 県　成田　　渉さん
▽大 阪 府　東　　健志さん
▽東 京 都　松野尾　萌さん
▽神奈川県　田部　淳子さん
▽東 京 都　上野　暢木さん
▽千 葉 県　伊藤　成明さん
▽千 葉 県　秋本美智子さん
▽神奈川県　松永　　拓さん
▽愛 知 県　平野　紀子さん
▽札 幌 市　鈴木　大輔さん
▽千 葉 県　本山　　明さん
▽愛 知 県　川村　崇秀さん

▽兵 庫 県　藤井万由美さん
▽埼 玉 県　関根　健夫さん
▽東 京 都　木村　諒史さん
▽神奈川県　井原　成人さん
▽札 幌 市　小川　裕也さん
▽勇 払 郡　水尾　昌裕さん
▽札 幌 市　近藤　哲夫さん
▽神奈川県　小島　博美さん
▽富 山 県　源　　久夫さん
▽埼 玉 県　柿沼　成明さん
▽神奈川県　杉浦　勇樹さん
▽札 幌 市　岩井　　剛さん
▽秋 田 県　鈴木　敬麿さん
▽愛 知 県　丹羽　英章さん
▽神奈川県　石川　　正さん

９月は 306名の方（うち 259名は広報掲載希望なし）よりご寄付をいただきました。
大切に使わせていただきます。

topics

第 48回興部駅伝競走大会

◇ふるさと応援寄附ありがとうございました◇
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●人のうごき　人口  3,963 ／ 男 1,939 ／ 女 2,024 ／ 世帯数 1,832  9 月末現在
　　　　　　　　　　（前月比） （ ±0 ） （ ＋1 ） （ −1 ） （ −2 ）
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毎月15日は、道民交通安全の日です

11 月 11 日㈮～ 11 月 20 日㈰冬の交通安全運動
●高齢者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
●路面凍結等のスリップ事故の防止
●飲酒運転の根絶
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ご出産おめでとう
　  出生児名　　親の名　　住　所
◎男の子

　白浜　鋭
えい

士
と

　 健太郎
裕　佳 　沙留旭町

　仲元寺結
ゆい

大
と

　 恒　平
瞳 　元　　町

◎女の子

　岡村　莉
り

愛
お

　 涼
絵　里 　沙留汐見町

お悔やみ申し上げます
酒井　栄子 泉　　町 82

渡邉　　肇 秋　　里 88

千釜　　昇 春 日 町 78

森田　義造 秋　　里 84

河𠩤　弘一	 秋　　里 79

◆町内に住所があり、町外に
届出書（出生届・婚姻届・死
亡届）を提出した方で、慶弔
欄に掲載希望をされる方は、
下記までご連絡ください。

◎役場総務課　広報広聴係
　TEL　８２―２１３１まで

国保病院からのお知らせ

11月の皮膚科
診療の日程

◎期日　8日㈫・22 日㈫
◎場所　興部町国民健康保険病院

子供の人権１１０番　フリーダイヤル
０１２０－０

ゼロゼロナナのひゃくとおばん
０７－１１０

ひとりで悩まないで
悩んでいる・困っているなら

人権擁護委員
に相談してください

☆わたしたちの街の人権擁護委員です

田中　啓一☎82-2522
今井　秀和☎83-2244
有坂　廣光☎82-3114
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